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また、60 歳時点の 1 時間当たりの毎月決まって支払われる賃金は、60 歳到達時点の直前の

完全賃金月 6 か月の間に支払われた毎月決まって支払われる賃金の額を当該 6 か月間における所

定労働時間数で除して算出するものとする。

② 賃金規程等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月の

直前 6 か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額

より賃金規程等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月

以降 6 か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額

が減少している事業主であること。

③ 支給申請日において改定後の賃金規程等を継続して運用している事業主であること。

主な用件を記載しています。詳細は下記でご確認ください。

インターネット：厚生労働省ＨＰ 「事業主のための雇用関係助成金」
沖縄労働局ＨＰ 「助成金について」

パンフレッ ト：雇用・労働分野の助成金のご案内（詳細版）

仕事と育児・介護等が両立できる”職場環境づくり”のために、以下の取組みを実施した

事業主に対して支援します。

１．男性の育児休業取得を促進 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

２．仕事と介護の両立 介護離職防止支援コース

３．円滑な育児休業取得支援 育児休業等支援コース

４．育児中の業務体制整備支援 育児中等業務代替支援コース

５．仕事と育児の両立支援 柔軟な働き方選択制度等支援コース

６．仕事と不妊治療の両立支援 不妊治療両立支援コース

１．出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） ※中小企業事業主のみ対象

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性

労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

① 第１種（男性労働者の出生時育児休業取得）

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
※1 人目：2 つ以上、2 人目：3 つ以上、3 人目：4 つ以上（産後パパ育休の申出期限設定状況で１つ追加の場合あり）

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき

業務体制の整備を実施

●男性労働者が子の出生後８週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
※1 人目：5 日（所定労働日４日）以上、2 人目：10 日（所定労働日 8 日）以上、3 人目：14 日以上（所定労働日 11 日）以

上

② 第２種（男性労働者の育児休業取得率上昇）

●第１種の助成金を受給済みである

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき

業務体制の整備を実施

●第１種（1 人目）の申請をしてから３事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率（％）の数値

が３０ポイント以上上昇

または、第１種（1 人目）の申請年度に子が出生した男性労働者が５人未満かつ育児休業取得率が

７０％以上の場合に、その後の３事業年度の中で２年連続７０％以上となる

●第１種（1 人目）の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が、２人以上生じている

両 立 支 援 等 助 成 金

おもな要件
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②介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）
●介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、本人の希望を確認・結果記録の上、プランを作成★

●業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計 20 日以上利用（一部

除く）利用し、支給申請日までに継続雇用

・所定外労働の制限制度 ・時差出勤制度 ・深夜業の制限制度

・短時間勤務制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・法を上回る介護休暇制度*1 ・介護サービス費用補助制度*2

注）*１、*２は利用期間が利用開始から６か月を経過する間に一定の要件を満たすことが必要

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業/介護両立支援制度利用開始前に作成する必

要がありますが、介護休業/介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。（※介護休

業/介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません）

＜個別周知・環境整備加算＞ ※介護休業（休業取得時）または介護両立支援制度への加算

●受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う

●社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を２つ以上講じる

支給額

①介護休業

休業取得時 ３０万円

職場復帰時 ３０万円

業務代替支援加算
新規雇用：２０万円

手当支給等：５万円

②介護両立支援制度 ３０万円

個別周知・環境整備加算
（介護休業の利用又は介護両立支援制度の利用に加算）

１５万円

※介護休業、介護両立支援制度とも１事業主１年度５人まで

助成額

【介護休業の場合】

【介護両立支援制度の場合】

申請の流れ

就業規則等への明文化・労働者への周知 従業員との面談、介護支援プランの作成

従業員が家族
の介護に直面

介護支援プランに基づく

業務の整理、引継ぎ 介護休業の取得

合計 5 日以上

支給申請

※休業取得時

職場復帰

介護支援プランに基づく

業務体制の検討

介護両立支援制度の利用
合計 20 日以上

支給申請

※職場復帰時、

継続雇用3か月後

支給申請

※継続雇用 1 か月後

支給額

① 第１種
1 人目：２０万円 ※雇用環境整備措置を 4 つ以上実施の場合 30 万円

2 人目・3 人目：10 万円

② 第２種

・１事業年度以内に３０ポイント以上上昇した場合：６０万円

・２事業年度以内に３０ポイント以上上昇した（または連続７０％以上）場合：４０万円

・３事業年度以内に３０ポイント以上上昇した（または連続７０％以上）場合：２０万円

※プラチナくるみん認定事業主は 15 万円加算

※第 2 種は１事業主につき１回限りの支給。

※第 1 種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業支援コース（育児取得等）との併給は

できません。

①第 1 種

②第 2 種 （第 1 種の助成金を受給していること）

２．介護離職防止支援コース ※中小企業事業主のみ対象

「介護支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得及び職場復帰に取り

組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度（介護両立支援

制度）の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

①介護休業
○休業取得時

●介護休業の取得、職場復帰について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、本人の希望を確認・結果記録の上、プランを作成★

●業務の引継ぎを実施し、対象労働者が合計 5 日（所定労働日）以上の介護休業を取得

○職場復帰時 ※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象

●介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録

●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで 3 か月以上継続雇用

＜業務代替支援加算＞ ※職場復帰時への加算

●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合（新規雇用）、または、代替要員を確保

せずに周囲の社員により手当を支給して業務を代替させた場合（手当等支給）に支給額を加算

おもな要件

助成額

申請の流れ

●一般事業主行動計画の作成・提出

●育児休業制度などを就業規則等に規定

●雇用環境整備の措置を実施

●業務見直しに係る規定の作成と

体制整備

男性労働者

の育休取得
支給申請

●雇用環境整備の措置を複数実施

●業務見直しに係る規定の作成と体制整備
要件を満たした場合 支給申請

沖縄労働局 雇用環境・均等室 (TEL:098-868-4403)
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②介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）
●介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、本人の希望を確認・結果記録の上、プランを作成★

●業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計 20 日以上利用（一部

除く）利用し、支給申請日までに継続雇用

・所定外労働の制限制度 ・時差出勤制度 ・深夜業の制限制度

・短時間勤務制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・法を上回る介護休暇制度*1 ・介護サービス費用補助制度*2

注）*１、*２は利用期間が利用開始から６か月を経過する間に一定の要件を満たすことが必要

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業/介護両立支援制度利用開始前に作成する必

要がありますが、介護休業/介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。（※介護休

業/介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません）

＜個別周知・環境整備加算＞ ※介護休業（休業取得時）または介護両立支援制度への加算

●受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う

●社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を２つ以上講じる

支給額

①介護休業

休業取得時 ３０万円

職場復帰時 ３０万円

業務代替支援加算
新規雇用：２０万円

手当支給等：５万円

②介護両立支援制度 ３０万円

個別周知・環境整備加算
（介護休業の利用又は介護両立支援制度の利用に加算）

１５万円

※介護休業、介護両立支援制度とも１事業主１年度５人まで

助成額

【介護休業の場合】

【介護両立支援制度の場合】

申請の流れ

就業規則等への明文化・労働者への周知 従業員との面談、介護支援プランの作成

従業員が家族
の介護に直面

介護支援プランに基づく

業務の整理、引継ぎ 介護休業の取得

合計 5 日以上

支給申請

※休業取得時

職場復帰

介護支援プランに基づく

業務体制の検討

介護両立支援制度の利用
合計 20 日以上

支給申請

※職場復帰時、

継続雇用3か月後

支給申請

※継続雇用 1 か月後

支給額

① 第１種
1 人目：２０万円 ※雇用環境整備措置を 4 つ以上実施の場合 30 万円

2 人目・3 人目：10 万円

② 第２種

・１事業年度以内に３０ポイント以上上昇した場合：６０万円

・２事業年度以内に３０ポイント以上上昇した（または連続７０％以上）場合：４０万円

・３事業年度以内に３０ポイント以上上昇した（または連続７０％以上）場合：２０万円

※プラチナくるみん認定事業主は 15 万円加算

※第 2 種は１事業主につき１回限りの支給。

※第 1 種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業支援コース（育児取得等）との併給は

できません。

①第 1 種

②第 2 種 （第 1 種の助成金を受給していること）

２．介護離職防止支援コース ※中小企業事業主のみ対象

「介護支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得及び職場復帰に取り

組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度（介護両立支援

制度）の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

①介護休業
○休業取得時

●介護休業の取得、職場復帰について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、本人の希望を確認・結果記録の上、プランを作成★

●業務の引継ぎを実施し、対象労働者が合計 5 日（所定労働日）以上の介護休業を取得

○職場復帰時 ※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象

●介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録

●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで 3 か月以上継続雇用

＜業務代替支援加算＞ ※職場復帰時への加算

●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合（新規雇用）、または、代替要員を確保

せずに周囲の社員により手当を支給して業務を代替させた場合（手当等支給）に支給額を加算

おもな要件

助成額

申請の流れ

●一般事業主行動計画の作成・提出

●育児休業制度などを就業規則等に規定

●雇用環境整備の措置を実施

●業務見直しに係る規定の作成と

体制整備

男性労働者

の育休取得
支給申請

●雇用環境整備の措置を複数実施

●業務見直しに係る規定の作成と体制整備
要件を満たした場合 支給申請

沖縄労働局 雇用環境・均等室 (TEL:098-868-4403)
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３．育児休業等支援コース ※中小企業事業主のみ対象

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業を取得・職場復帰に取り

組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

① 育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援する方針の社内周知

●労働者と面談を実施し、本人の希望を確認・結果記録の上、プラン作成★

●対象労働者の育児休業（引き続き休業する場合は、産前休業）の開始日の前日までに、業務の引

き継ぎを実施し、対象労働者に連続 3 か月以上の育児休業（引き続き育児休業をする場合は、産

後休業を含む）を取得

② 職場復帰時 ※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象

●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施

●育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録

●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間、６か月以上継続雇用

支給額

育休取得時 ３０万円

職場復帰時 ３０万円

※「育休取得時」・「職場復帰時」いずれも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者１人、有期雇用労働者１人）

※「職場復帰時」は「育休取得時」を受給していない場合申請不可

おもな要件

助成額

申請の流れ

●一般事業主行動計画の作成・提出

●育児休業制度などを就業規則等に規定

●プランの作成のための面談

●プランの作成

●プランに基づく引き継ぎ

育休取得

3 か月以上

支給申請

【休業取得時】

職場復帰 支給申請

【職場復帰時】
情報及び

資料の提供

継続雇用 6 か月

沖縄労働局 雇用環境・均等室 (TEL:098-868-4403)
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４． 育休中等業務代替支援コース ※中小企業事業主のみ対象

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用す

る労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇

用（派遣受入を含む）を実施した中小企業事業主に支給します。

① 手当支給等（育児休業）
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施

●業務を代替する労働者への手当支給等を就業規則等に規定

●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

●業務を代替する労働者への手当等の支給（支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動）

② 手当支給等（短時間勤務）
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施

●業務を代替する労働者への手当支給等を就業規則等に規定

●対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用

●業務を代替する労働者への手当等の支給（支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動）

③ 新規雇用（育児休業）
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

●代替要員が育児休業中に業務を代替（業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動）

支給額

①手当支給等（育児休業）
A B の合計額

（最大 125 万円）

A：業務体制整備経費：５万円
（育休 1 か月未満：2 万円）

B：手当支給総額の 3/4
※上限 10 万円/月、12 か月まで

（プラチナくるみん認定事業は 4/5 に割増）

②手当支給等（短時間勤務）
A B の合計額

（最大 110 万円）

A：業務体制整備経費：2 万円

B：手当支給総額の 3/4
※上限 3 万円/月、子が 3 歳になるまで

③新規雇用（育児休業）

代替期間に応じた額を支給

最短：7 日以上 14 日未満 9 万円

最長：6 か月以上 67.5 万円
（プラチナくるみん認定事業主は支給額を加算）

有期雇用労働者の加算 10 万円加算 （※２）

※1 ①～③全て合わせて１年度１０人まで支給、初回から５年間支給

※2 育休取得者/短時間勤務者が有期雇用労働者でかつ業務代替期間 1 か月以上の場合に加算

おもな要件

助成額

３．育児休業等支援コース ※中小企業事業主のみ対象

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業を取得・職場復帰に取り

組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

① 育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援する方針の社内周知

●労働者と面談を実施し、本人の希望を確認・結果記録の上、プラン作成★

●対象労働者の育児休業（引き続き休業する場合は、産前休業）の開始日の前日までに、業務の引

き継ぎを実施し、対象労働者に連続 3 か月以上の育児休業（引き続き育児休業をする場合は、産

後休業を含む）を取得

② 職場復帰時 ※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象

●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施

●育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録

●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間、６か月以上継続雇用

支給額

育休取得時 ３０万円

職場復帰時 ３０万円

※「育休取得時」・「職場復帰時」いずれも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者１人、有期雇用労働者１人）

※「職場復帰時」は「育休取得時」を受給していない場合申請不可

おもな要件

助成額

申請の流れ

●一般事業主行動計画の作成・提出

●育児休業制度などを就業規則等に規定

●プランの作成のための面談

●プランの作成

●プランに基づく引き継ぎ

育休取得

3 か月以上

支給申請

【休業取得時】

職場復帰 支給申請

【職場復帰時】
情報及び

資料の提供

継続雇用 6 か月
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91 問い合わせ先

SmileSmile

５．柔軟な働き方選択制度等支援コース ※中小企業事業主のみ対象

育児期の柔軟な働き方に関する制度（柔軟な働き方選択制度等）を複数導入した上で、「育児に係る

柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。

●柔軟な働き方選択制度等（下表）を2つ以上導入

おもな要件

【①手当支給等（育児休業）の場合】

【②新規雇用（育児休業）の場合】

【③手当支給等（短時間勤務）の場合】

申請の流れ

短
時
間
勤
務
の
利
用
者

育
児
休
業(

※)

の
取
得

育
児
休
業
の
取
得
の

業
務
を
代
替

短時間勤務制度
利用者の業務を

代替

①、③へ

②へ

制度利用開始から 1 年ごとに支給申請

※育児休業

1 か月未満の場合は

継続雇用期間なし

※育児休業

1 か月以上の場合

※育児休業 1 か月

以上の場合のみ

※育児休業 1 か月

以上の場合のみ

●一般事業主行動計画の作成・提出

●育児休業制度などを就業規則等に規定

手当支給等（①育児休業・③短時間勤務）の場合

●業務効率化の取組

●業務代替者に対する賃金額制度の整備

原職等復帰の

取扱いを就業

規則等に規定

原職等復帰の

取扱いを就業

規則等に規定

新たな雇入れ、

派遣による代

替要員の確保

業務代替者

に対する

賃金の増額

業務代替者

への面談

支給申請

支給申請

・職場復帰時、

継続雇用 3 か月後職

場

復

帰

業務代替者

への面談

業務代替者

に対する賃

金の増額

支給申請

※制度利用後

最後の支給申請

支

給

申

請

支

給

申

請

3 か月後
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●柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキ

ャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成

●制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用

制度名称 導入すべき主な内容 利用実績の基準

始業終業時

刻の変更等

フレックスタイム制
日々の始業・終業時刻や労働時間を労

働者が決定

所定労働日ベースで

合計20日以上制度利用

時差出勤制度
始業・終業の1時間以上の繰り上げ・

繰り下げ

育児のためのテレワーク等
自宅等で勤務を可能とする

勤務日の半数以上利用可能

時間単位で利用可能

短時間勤務制度
1日1時間以上の所定労働時間短縮

1日6時間以外の短縮時間も利用可能

保育サービスの手配・費用補助制度
労働者の子に対する一時的な保育サ

ービスを手配し、当該サービスの利用

に係る費用の全部または一部を補助

労働者負担額の5割以上かつ

事業主負担額が3万円以上

または10万円以上の補助

子 の 養 育

の た め の

有給休暇

子の養育を容易にするた

め休暇制度

有給、年10日以上取得可能、時間単

位取得可能な休暇制度

合計20時間以上取得
法を上回る子の看護休暇

制度

法定の子の看護休暇制度を上回るも

のとして、有給、年10日以上取得可

能、時間単位取得可能な休暇制度

支給額

制度を 2 つ導入し、対象者が制度利用 20 万円

制度を３つ以上導入し、対象者が制度利用 25 万円

※ 1 年度あたり 1 事業主 5 人まで

※ 異なる制度を同一時期に利用した場合、利用実績を合算することはできません。

助成額

●一般事業主行動計画の作成・提出

●育児休業制度などを就業規則等に規定

●柔軟な働き方選択制度等を就業規則等に規定

●プランの作成のための面談
●プランの作成
●プランに基づく円滑な制度利用の支援

制度の利用

開始から 6 か月間
支給申請

申請の流れ

沖縄労働局 雇用環境・均等室 (TEL:098-868-4403)
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※出生時両立支援コース（第 1 種）、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、

柔軟な働き方選択制度等支援コースについて、コースごと 1 回のみ加算

●自社の育児休業の取得状況（男性の育児休業取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業

取得日数）を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算

★「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について

労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
プランの作成の際には、厚生労働省 HP に掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」「育休

復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください
プラン策定のノウハウを持つ、「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に訪問し、企業の

プラン策定を無料で支援しています。詳細は HP をご覧ください。

⇒「厚生労働省 両立プランナー」で検索

「一般事業主行動計画」について

一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が労働者の仕事と子育ての両
立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに
取り組むに当たって、①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的
に盛り込み策定するものです。

常時雇用する労働者 101 人以上の企業は、行動計画の策定、都道府県労働局への届け出、公表・周
知が義務付けられています(100 人以下の企業は努力義務)。

両立支援等助成金では、一般事業主行動計画に関して以下の 4 つ全て行うことが支給要件です（介護
離職防止支援コース、不妊治療両立支援コースは除く）。
また、助成金の支給申請時点で行動計画の期間が有効（申請日が行動計画期間内に含まれている）で
あることが必要です。
【要件】
①行動計画の策定、②社外への公表、③労働者への周知及び④「一般事業主行動計画策定・変更届」
の労働局への届出

⇒「両立支援のひろば」で検索。一般事業主行動計画の見本や作成支援ツールがあります。

支給額：2 万円育児休業等に関する情報公開加算

申請の流れ

●企業トップの方針の全労働者への周知 ●ニーズ調査の実施

●就業規則等への定め・周知・適用

●両立支援担当者の選任・相談対応

●労働者との面談

●不妊治療両立支援プランの作成

プランに基づき不妊治療休暇・両立支援制度を
一の年度内に同一労働者が 5 日（回）以上利用

支給申請
支給申請

※継続雇用3か月後

2 か月以内

＜環境整備、休暇の取得等の場合＞ ＜長期休暇の加算の場合＞

不妊治療休暇を一の年度内の同

一労働者の所定労働日において

20 日以上連続して利用

原職復帰

2 か月以内

６．不妊治療両立支援コース ※中小企業事業主のみ対象

不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度

や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給します。

A 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日（回）利用した場合

●企業トップが不妊治療休暇制度または両立支援制度（※）の利用促進についての方針を全労働者に

周知

（※）所定外労働制限制度／時差出勤制度等／短時間勤務制度／フレックスタイム制／テレワーク

●不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則に規定し、労働者へ周知

●不妊治療と仕事の両立に関して、社内ニーズ調査を実施

●両立支援担当者を選任し、相談に対応

●対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定

●対象労働者がプランに基づき不妊治療休暇制度または両立支援制度を合計5日（回）利用

B Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合
●不妊治療休暇を1つの年度内に対象労働者が20日以上連続して取得

●対象労働者を原則として原職復帰させ、3か月以上継続雇用

支給額

A 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計 5 日（回）利用 30 万円

B A を受給し労働者が不妊治療休暇を 20 日以上連続して取得 30 万円

※ A、B ともに 1 事業主あたり１回限り

おもな要件

助成額

沖縄労働局 雇用環境・均等室 (TEL:098-868-4403)
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※出生時両立支援コース（第 1 種）、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、

柔軟な働き方選択制度等支援コースについて、コースごと 1 回のみ加算

●自社の育児休業の取得状況（男性の育児休業取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業

取得日数）を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算

★「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について

労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
プランの作成の際には、厚生労働省 HP に掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」「育休

復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください
プラン策定のノウハウを持つ、「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に訪問し、企業の

プラン策定を無料で支援しています。詳細は HP をご覧ください。

⇒「厚生労働省 両立プランナー」で検索

「一般事業主行動計画」について

一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が労働者の仕事と子育ての両
立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに
取り組むに当たって、①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的
に盛り込み策定するものです。

常時雇用する労働者 101 人以上の企業は、行動計画の策定、都道府県労働局への届け出、公表・周
知が義務付けられています(100 人以下の企業は努力義務)。

両立支援等助成金では、一般事業主行動計画に関して以下の 4 つ全て行うことが支給要件です（介護
離職防止支援コース、不妊治療両立支援コースは除く）。
また、助成金の支給申請時点で行動計画の期間が有効（申請日が行動計画期間内に含まれている）で
あることが必要です。
【要件】
①行動計画の策定、②社外への公表、③労働者への周知及び④「一般事業主行動計画策定・変更届」
の労働局への届出

⇒「両立支援のひろば」で検索。一般事業主行動計画の見本や作成支援ツールがあります。

支給額：2 万円育児休業等に関する情報公開加算

沖縄労働局 雇用環境・均等室 (TEL:098-868-4403)


